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地域密着型（介護予防）サービスの状況について 

 

①第６次寒川町高齢者保健福祉計画（平成 27 年度～平成 29 年度）における

位置付け 

  

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護（町内事業者数 ０箇所） 

   要介護者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪

問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行

うサービスです。 

 

・認知症対応型通所介護（町内事業者数 １箇所） 

認知症の方が認知症専門のディサービス事業所やグループホームに通い, 

その施設において食事、入浴、排せつ等の介護、その他日常生活上の世話お   

よび機能訓練等のサービスを受けるものです。 

 

・小規模多機能型居宅介護（町内事業者数 １箇所）  

   ディサービスに類する「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に

応じて随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて利用できるサービスです。 

   

・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）              

（町内事業所数 ２箇所） 

認知症の方が、５～９人のグループで共同生活を営み、その住宅で食事、

入浴および排せつ等の介護その他日常生活上の世話や機能訓練等を受ける

サービスです。 

   

②定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の現状 

    

第６次寒川町高齢者保健福祉計画のなかで、地域密着型（介護予防）サー

ビスに位置付けられている、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は町

内には現在ありません。そのため、複数の事業所に出向き話を伺ってきまし

たが、事業展開が厳しい理由として「看護職員」「介護職員」の人材確保が

困難であり、また、採算性の問題があげられていました。今後は、窓口を開

けておくだけでなく、町内の介護事業所等（特別養護老人ホーム・サービス

付き高齢者向け住宅等）へチラシ等を持参し働きかけを行い、町のホームペ

ージも活用しアピールを行って行きます。 
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③地域密着型サービス事業所における利用者数 

 

 

区   分 定 員 利 用 者 数 備   考 

認知症対応型通所介護 １２名以下 ２２．５人  

 

小規模多機能型居宅介

護 
２９名以下 １２．１人 

H27年度～  

H26年度以前は 25人以下 

 

認知症対応型共同生活

介護 
３６名以下 ３３．７人 

1ユニット＝9人以下 

（各施設 2ユニット） 

2施設×2ユニット×9人 

＝３６人以下 

（利用者数は平成26年11月から平成27年10月までの月平均の延べ利用人員） 

 


